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長 期 財 政 見 通 し と
　  財 政 運 営 の 基 本 的 な 考 え 方

　平成28年度当初予算では、市税をはじめとする歳入557億円に対し、医療費などの社会保障費や公共施設の改
修・更新費などの歳出が575億円となり、歳出が歳入を上回る額（財源不足額）は18億円となっています。この財
源不足額は、財政調整基金などの基金を取り崩すことにより補てんし、予算を編成しました。
　平成29年度以降は、現在進めている土浦駅前北地区市街地再開発事業や（仮称）新治地区小中一貫教育学校整
備事業などの大規模事業が完了することなどにより、歳入歳出ともに予算規模が縮小し、おおむね470億円から
500億円で推移する見込みです。しかしながら、社会保障費や大規模事業の実施にともなって発行した地方債の
償還金（公債費）などが増加することにより、財源不足の状態が続きます。毎年13億円から20億円の財源不足額が
生じることにより、平成28年度から平成39年度までの財源不足額の累計は162億円となる見込みです。

　安易に基金による補てんに頼ることなく、財源不足の状態を解消し、持続可能な財政運営を行うためには、今後、
歳入を増やす、または歳出を減らすことにより、毎年度8.3億円以上の財源を生み出す必要があります。

平 成 2 8 年 度

●長期財政見通しの前提条件
　平成29年度から平成39年度までの11年間で、社会保障費や教育費など現在の行政サービスの水準を維持し
つつ、公共施設等の改修・更新費として毎年度35億円を投資するものとして推計しています。

持続可能な財政運営を行うためには ･･･
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  市では、「第７次土浦市総合計画」における将来像「水・みどり・人がきらめく　安心のまち　活力のまち　土浦」
の早期実現に向け、新庁舎の移転整備や新消防庁舎、市営斎場など、本市発展の根幹となる事業を重点的・集中
的に実施してきました。これらの大規模な事業が順調に進捗することにより、新しい土浦市の姿が見え始める一
方で、新たな維持管理経費の発生や、市債の償還による公債費の増、さらには、老朽化した公共施設などの改修・
更新費用など、新たな財政的課題にも対応していく必要があります。社会保障関係費を適切に確保しつつ、新し
い時代に対応した、計画的で戦略性の高い、持続可能な行政運営の指針とするため、「平成28年度３ヵ年事業実
施計画」の策定に合わせ、長期的な展望に立った財政見通しを策定しました。

歳入歳出の見通しと財源不足額の推移【一般会計】

歳入歳出と財源不足額の推移（億円）
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平成39年度
財源不足額の累計は162億円に

財源不足額（累計）

問財政課（☎826‐1111　内線2217）
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基金残高の見通し
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○財政調整基金とは　
　財源に余裕がある年に積み立て、不足す
る年に取り崩すことで年度間の財政の調整
を行い、健全な財政運営を行うための貯金
です。
○市債管理基金とは
　市債の返済を計画的に行い、健全な財政
運営を行うための貯金です。
○特定目的基金とは　
　特定の目的のための貯金で、社会福祉事
業基金や文化振興基金などがあります。使
途が限定されているため、財源不足を補て
んする目的で取り崩すことはできません。

　基金残高は、毎年度生じる財源不足額を全て基金の取崩しにより補てんした場合、平成34年度には、財政調整基
金と市債管理基金の残高が0となり、以降は財源不足が解消できなくなります。

地方債残高の見通し
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 ○地方債とは
　道路や下水道の整備、学校や図書館、
福祉施設の建設などの事業では、多額の
費用が必要です。また、長期間にわたっ
て多くの市民が利用することから、一時
的な財政負担を将来にわたって均等にす
ることで、世代間の負担が公平になるよ
う、地方公共団体が政府や銀行などから
長期で借りる借金です。借入金を返済す
る費用を公債費といいます。

　地方債残高は、平成29年度末に1,063億円まで増加し、過去最大となる見込みです。平成30年度以降は、大規
模事業の完了により地方債残高も減少し、平成39年度には、近年で最も少なかった平成24年度の803億円を下回
る見込みです。

財政運営の基本的な考え方
持続可能な財政運営を行うための基本的な考え方として、以下の取り組みを進めます。

○人口維持、産業育成など税源増加のための施策の推進
　「土浦市まち・ひと・しごと創生　総合戦略」を推進し、市全体の活性化を図ります。
○収納率向上と未収債権の回収促進
　市税の計画的・効率的な滞納整理や、その他の債権についても、収入未済額の圧縮に努めます。
○売却、貸付、広告掲載など保有資産の有効活用
　利用頻度の低い資産および未利用資産の売却、貸付を検討します。また、公共施設等の改修・更新にあわせ、　
広告掲載やネーミングライツの導入を検討し、新たな歳入の確保に努めます。
○特別会計を含む負担金・使用料等の適正化
　受益者負担の公平性の観点から、負担金・使用料の適正化を図ります。また、特別会計については、独立採算
の原則に基づき、持続可能な事業運営のあり方を検討します。

持続可能な財政運営のための取り組み
歳入の確保と適正化

○「土浦市公共施設等総合管理計画」の推進
　公共施設等の施設量適正化、長寿命化、適切な施設配置と民間活力の活用を早期かつ着実に実施し、財政負担
の軽減・平準化を図ります。
○大胆な事業のスクラップによる予算配分の重点化
　全ての事業について、必要性、緊急性、費用対効果などを十分に検証し、廃止を含めた見直しを進めます。
○計画的かつ厳格な選択と集中による事業の重点化
　事業の緊急度・重要度により実施の時期を計画的に割り振るとともに、事業の選択と集中を図ります。
○行政コスト（人件費、資本費を含めたトータルコスト）などによる費用対効果の検証
　施設別の費用対効果を検証し、過重な財政負担が生じている施設については、民営化を含めた運営のあり方に
ついて検討します。

歳出の抑制と適正化
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